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三重県企業庁の概要 

１ 企業庁が運営している事業 

 三重県企業庁は昭和３６年に設置されて以来、県が経営する地方公営企業として安全

で安心な水道用水、良質な工業用水、環境にやさしい電気を安定的に供給することなど

で県民の福祉の向上と県内産業の発展に貢献してきました。 

 現在は、次の３事業を運営しています。 

 

（１）水道用水供給事業 

   水道用水供給事業は、水源確保や行政区域を越えた施設整備の必要性から、昭和４３

年に志摩水道用水供給事業の給水を開始して以来、中勢水道用水供給事業、北勢水道

用水供給事業、南勢水道用水供給事業、伊賀水道用水供給事業の給水を順次開始しま

した。 

   その後、順次事業統合や拡張事業を実施し、市水道事業への一元化等を経て、現在

は、北中勢水道用水供給事業、南勢志摩水道用水供給事業の２事業を営業しており、

県民のくらしの安全・安心に寄与するため、安全で安心な水道用水の安定供給に取り

組んでいます。 

     給水開始  昭和４３年 

     給水能力  ４２９，３６６㎥/日 

     給水対象  １８市町 

 

（２）工業用水道事業 

   工業用水道事業は、北伊勢臨海部の石油化学を中心とする工業の発展に伴う水需要

増大への対応や、地盤沈下に対する地下水代替用水確保の必要性から、昭和３１年に

四日市工業用水道の給水を開始して以来、北伊勢工業用水道第１期から第４期事業へ

と拡張を重ねてきました。この間、他の地域でも事業を進め、昭和３８年には松阪工

業用水道、昭和４６年には中伊勢工業用水道、昭和６１年には多度工業用水道の給水

を開始し、産業の発展、県土の保全に寄与するため、良質な工業用水の安定供給に取

り組んでいます。 

     給水開始  昭和３１年 

     給水能力  ９１１，５００㎥/日 

     給水対象  ９３社１０６工場 

 

（３）電気事業 

   ＲＤＦ焼却・発電事業は、資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用エネルギ

ーの有効活用を促進するための県のモデル事業として、平成１４年から企業庁が運営

しています。 

     運用開始  平成１４年 

     処理能力  ２４０ｔ/日（１２０ｔ/日×２系列） 

     発電出力  １２，０５０ｋＷ 
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２  平成２７年度の組織体制 

（１） 組織図〔５課、５事業所〕 

企 業 庁 長 企 業 総 務 課

北 勢水 道事 務所

副 庁 長

 工業用水道事業の施設整備、維持管理、水質管理

南 勢水 道事 務所

電 気 事 業
対策総括監

電 気 事 業 課

 電気事業の施設整備、維持管理

次 長

工業 用水 道事 業課

 企業庁の組織、人事、法令、企画調整、
 入札・契約制度、危機管理、人材育成

 企業庁の予算、経理、決算、固定資産管理

資 産 管 理 監

水 道 事 業 課

水質管理情報センター

危 機 ・ 事 業 管 理 監 兼 Ｒ Ｄ Ｆ 発 電 監

播 磨 浄 水 場

水 沢 浄 水 場

大 里 浄 水 場

財 務 管 理 課

中 勢水 道事 務所

参 事

 水道事業の施設整備、維持管理、水質管理、
 水道・工業用水道事業の機電関係施設の保安管理

三重ごみ固形燃料発電所

（地域機関）

 

 

（２）職員数の推移(平成２７年４月１日現在）            【単位：人】 

  
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 人数 増減 

本 庁 67 △1 67 0 68 1 70 2 67 △3 

事業所 174 △11 166 △8 163 △3 159 △4 124 △35 

計 241 △12 233 △8 231 △2 229 △2 191 △38 
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長期経営ビジョン及び中期経営計画 

１ 現行計画の概要 
 
（１）経緯 

公営企業を取り巻く社会環境は、人口減少や市町村合併の進展など企業庁発足時に

比べ大きく変化するとともに、経営形態についても「官から民」への流れにより多様

な手法が可能となりました。 

こうした動きに対応するため、企業庁では平成１７年度に第三者機関を設置し、今

後のあり方について検討を行いました。 

これと並行して県議会議長の諮問機関においても公営企業事業の民営化について検

討が行われ、その結果を取りまとめた「三重県企業庁事業の民営化に向けた提言」が

平成１８年３月に議長から知事に提出され、これを受けて知事が設置した第三者機関

による検討結果に基づき、平成１９年２月に知事から「企業庁のあり方に関する基本

的方向」が示されました。 

この基本的方向を具体化するため、企業庁では平成１９年１１月に今後１０年間の

「経営計画」として、事業運営の理念と道筋を示した「三重県企業庁長期経営ビジョ

ン※１」（以下「長期経営ビジョン」という。）及びその実行計画となる「中期経営計

画※２」を策定し、抜本的な経営改善を進めてきました。 

現在は、平成２７年度から２年間の具体的な取組を示した「三重県企業庁第３次中

期経営計画」に基づき、引き続き、経営改善や計画的な施設改良など「安全・安定」

供給にかかる取組を進めています。 

※１ 三重県企業庁長期経営ビジョンの計画期間：平成１９年度～平成２８年度 

※２ 中期経営計画の計画期間 

     三重県企業庁中期経営計画：平成１９年度～平成２２年度 

     三重県企業庁第２次中期経営計画：平成２３年度～２６年度 

     三重県企業庁第３次中期経営計画：平成２７年度～平成２８年度 

 

（２）重点的な取組 

「長期経営ビジョン」では、次の取組を重点的に行うこととしており、その取組状

況は以下のとおりです。 

 

ア 計画的な施設改良の推進 

事業開始から長期間経過し本格的な更新時期を迎える水道、工業用水道施設の老朽

劣化対策や、将来発生が予想される南海トラフ地震などの大規模地震に備える耐震化

などの施設改良を、料金や経営への影響を考慮したうえでユーザーの理解も得ながら

計画的に推進しています。 

 

イ 市町・民間事業者・ユーザーと連携した「安全・安定」供給の取組 

市町への水道用水供給を担う企業庁と末端給水を担う市町とが連携し、水源から蛇

口まで一貫した水質管理をより強化することや、業務の民間委託を進める中で委託先

の事業者と連携した緊急時対応を含めた訓練等の実施、ユーザーの理解と協力の下で

円滑に事業運営していくためのユーザーとの協議や情報共有の場の設定など、関係者

と連携した「安全・安定」供給の取組を進めています。 
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ウ 技術継承による新たなステージでの技術力向上 

民間への業務委託の進展や団塊世代の技術職員の退職により職員間の技術継承が課

題となる中で、「安全・安定」供給という事業者責任を果たしていくため、計画的な

研修や実践的なＯＪＴを活用し、指導監督能力の育成や緊急時対応能力の強化など職

員の技術力向上に取り組んでいます。 

 

エ 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善 

平成１９年２月に知事から示された基本的方向に沿って、次の４つの取組を行って

います。 

 

（ア）一市供給地域における水道用水供給事業の市水道事業への一元化 

  市町村合併により、水源から家庭の蛇口までの一元管理が可能となった１市供給地

域の水道用水供給事業について、水質管理の向上や効率的経営の観点から、市の水道

事業への一元化を進めることが示されました。 

  これを受け、伊賀水道用水供給事業を平成２２年４月に伊賀市へ、南勢志摩水道用

水供給事業の一部を平成２３年４月に志摩市へそれぞれ譲渡することで一元化しまし

た。 

 

（イ）水道・工業用水道事業における技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

民間活力の積極的な導入により経営の効率化や事業の持続可能性を高めることで、将

来にわたって「安全・安定」供給を実現するため、個々に委託していた浄水場等の技術

管理業務を一つに束ねた包括的な民間委託を進めることが示されました。 

これを受け、工業用水道事業については、平成２１年度から技術管理業務の包括的な

民間委託を導入し業務の効率化につなげています。 

水道用水供給事業については、工業用水道事業に導入した包括的な民間委託の実績を

踏まえ、コスト等も含めて総合的に判断した結果、水道における重い事業者責任を果た

すとともに、緊急時には浄水場での当庁職員による迅速な判断・対応が求められること

から包括的な民間委託は導入せず、従来どおり浄水場に当庁職員を配置したうえで運転

監視等の業務を個別に民間委託するとの方針を決定し、適切な施設管理を行っています。 

 

（ウ）水力発電事業の民間譲渡 

企業庁が運営してきた水力発電について、再生可能なクリーンエネルギーであり、

一定の公的関与の必要性はあるものの、民間譲渡した場合であっても事業の継続性が

期待できることから、民間譲渡が最初の選択肢と示されました。 

このため、全ての水力発電所が長期にわたって継続して安全に安定して運転される

こと、地域貢献が継続されることを基本として、譲渡に関する基本的事項を整理した

うえで中部電力株式会社と譲渡交渉した結果、１０箇所全ての水力発電所を３年間で

段階的に譲渡することとし、平成２７年４月１日に全ての水力発電所の譲渡が完了し

ました。 
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（エ）ＲＤＦ焼却・発電事業の新たな運営主体への移管 

水力発電事業の附帯事業であったＲＤＦ焼却・発電事業について、本体事業である

水力発電事業の民間譲渡後の運営方法を協議するよう示されました。 

このため、関係市町や関係部局と協議を行った結果、事業期間である平成３２年度

末まで県が事業主体となり、その運営は、安全で安定した運転に関するノウハウを有

すること、これまでの三重ごみ固形燃料発電所の運転実績や地元住民との情報共有を

通して地元住民との信頼関係を築いていることなどを総合的に勘案し、引き続き、企

業庁が担っていくこととされました。 

現在は、地方公営企業法の任意適用事業として同法の規定の全部を適用する旨の条

例改正を行い、ＲＤＦ焼却・発電事業が主体の電気事業として運営しています。 

 

（３）経営基盤強化の取組 

事業の展開を支える経営基盤の強化として次の取組を進めています。 

 

ア 技術継承と人材育成 

次世代への技術継承とチャレンジする組織を目指して「三重県企業庁人材育成方針」

を策定し、技術力の維持・向上のための専門研修やＯＪＴを実施するとともに、職種

を問わず企業庁全般についての知識や技術を習得するなど、経営に必要とされる能力

の育成・開発に取り組んでいます。 

 

イ 危機管理体制の強化 

漏水事故、水質汚染、大規模地震などの非常時において、迅速で適切な対応がとれ

るよう「三重県企業庁防災危機管理推進計画」を策定し、企業庁独自の職員非常参集

体制の整備や企業庁ＯＢによるボランティアの支援協力による応急対策活動の訓練な

ど、危機管理体制の充実・強化に取り組んでいます。 

 

ウ ＩＳＯ９００１による品質向上 

ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムを活用し、「顧客満足度の向上」、「品

質管理の徹底と業務の継続的改善」、「業務の透明性の確保」など、品質向上の取組

を推進しています。 

 

エ 積極的で分かりやすい情報提供 

経営の透明性を高め、県民やユーザーの安心感や信頼感を醸成していくため、浄水

場施設公開やホームページを通じて企業庁の事業内容や経営に関する情報を積極的に

提供しています。 

 

オ 健全な財務運営 

施設の老朽劣化対策や耐震化などによる建設改良費の増加や人口減少による水需要

の減少など、今後予想される厳しい経営状況に対応していくため「三重県企業庁財務

運営方針」を策定し、内部留保資金の適正保有額に留意しつつ支払利息の増加につな

がる企業債発行の抑制など、財源を効率的・計画的に充当し健全な財務運営に努めて

います。 
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カ 環境への配慮と地域貢献活動 

太陽光発電や小水力発電の導入をはじめとする地球温暖化対策の取組、浄水場で発

生する汚泥の有効利用など環境に配慮した事業活動を行っています。また、伊坂ダム・

山村ダムの周辺施設を地域住民の憩いの場として開放するなど地域貢献活動にも取り

組んでいます。 

 

 

２ 次期「経営計画」策定に向けた考え方 

 

（１）目的 

企業庁が将来にわたって県民のくらしの安全・安心や経済・産業の発展に寄与して

いくための、今後の経営の方向性や持続可能な事業運営の道筋を示すものとして、中

長期的な視点で社会情勢や事業を取り巻く環境変化などを的確に把握したうえで次期

「経営計画」を策定します。 

なお、次期「経営計画」は、総務省から策定を要請されている「経営戦略」及び厚

生労働省から策定を要請されている「水道事業ビジョン」としても位置づけることと

します。 

 

（２）計画期間 

本格的な施設の老朽劣化対策や耐震化など適切かつ計画的な施設の更新・改良が重

要な課題となる中で、人口減少社会の到来などにより減少傾向にある水需要等も踏ま

えた中長期的な視点での計画立案が必要であることから、今後３０年から５０年程度

先までの経営を見通したうえで、平成２９年度から１０年程度の計画策定を考えてい

ます。 

 

（３）重点的に取り組むべき項目案 

重点的に取り組むべき項目については、企業庁の経営を取り巻く現状と課題を見据

えたうえで、ユーザーや有識者のご意見も踏まえつつ、今後、整理していきます。 

 

＜想定される重点項目＞ 

 

・アセットマネジメント手法を活用した計画的な施設改良 

・水道事業の広域化や統合に関する検討 

・経営安定化に向けた収益向上等の取組 

・人材育成や危機管理体制の充実など経営基盤の強化 

・ＲＤＦ焼却・発電事業の安全で安定した運営 

・新規事業展開の可能性の検討            等 
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【参考】計画策定に関する国からの要請（主な事項） 

 経営戦略 水道事業ビジョン 

作成根拠 

平成 26年 8月 29日付け 

総務省自治財政局公営企業課長他通知 

平成 26年 3月 19日付け 

厚生労働省健康局水道課長通知 

 

目的 

中長期的な経営の基本計画である「経営戦

略」を策定し、経営基盤強化と財政マネジ

メントの向上に取り組み、将来にわたり事

業を安定的に継続する 

 

水道事業のマスタープランとして策定し、

安全で強靭な水道の持続に資する 

計画期間 

10年以上を基本 当面の目標点を策定から概ね10年後とし、

50年、100年先の将来を見据えた当該水道

事業の理想像を明示することを基本 

 

基本的な 

記載事項 

①企業及び地域の現状と将来見通し 

②投資・財政計画（収支計画） 

③効率化・経営健全化の取組 

④事後検証、更新等 

①水道事業の現状評価・課題 

②将来の事業環境 

③地域の水道の理想像と目標設定 

④推進する実現方策 

⑤検討の進め方とフォローアップ 

 

主な 

検討項目 

・ 

留意点等 

○企業（特別会計）ごとに経営戦略を策定 

○サービスの維持と投資・財政の均衡 

・可能な限り 30年～50年超の施設・設備

の新規・更新需要額等の将来試算を踏ま

え、必要なサービス維持のための「投資試

算」の目標を設定 

・投資の優先順位づけ、投資時期の平準化

を行い、合理的な投資の内容・所要額等の

見通しを「投資試算」として取りまとめ 

・各財源の見通しを「財源試算」として取

りまとめ 

・「投資試算」をはじめとする支出と「財

源試算」により示される収入が均衡した形

で「投資・財政計画」を策定 

 

○平成 25 年 3 月に厚生労働省が策定した

「新水道ビジョン」に示された「持続」「安

全」「強靭」について、課題解決のための

基本的な取組として、施設の再構築等を考

慮した「アセットマネジメント（少なくと

も 30～40 年程度の中長期見通しによる資

産管理）」の実施、「水管理計画」及び「耐

震化計画」の策定を必須事項 

○用水供給事業者において検討すべき「連

携と挑戦の姿勢」 

・連携 

  受水市町に対して自己水源とのバラ 

 ンスを見直す協議等の先導 

・挑戦 

  将来の合理的な水道の運営に関する 

 検討 
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３ 長期債務残高の推移 

（１）水道事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）工業用水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）電気事業 
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水道用水供給事業の実施状況 

 

１ 事業概要 

【営業関係】                     （平成２８年２月１日現在）  

事 業 名 
水   源 

＜浄水場＞ 

計画
目標
年度 

給水対象市町及び給水量 
(㎥/日) 

給水能力 
(㎥/日) 

給水開始 
年 月 日 

北 
中 
勢 
水 
道 
用 
水 
供 
給 
事 
業 

北勢系 
木曽川用水系 

木曽川総合用水 
(岩屋ダム) 
＜播磨＞ 

S60 

 
四日市市 36,200 木曽岬町  2,800 
桑 名 市 24,300 朝 日 町  1,200 
鈴 鹿 市 10,000 川 越 町  5,800 

計   80,300 

80,300 

 
一部給水: 

S52.3.28 
全部給水: 

S54.4.1 

北勢系 
三重用水系 

三重用水 
＜水沢＞ 

H12 

 
四日市市 41,800  
鈴 鹿 市  6,600  
菰 野 町  2,600  

 計    51,000 

51,000 

 
一部給水: 

H3.4.1 
全部給水: 

H8.4.1 

北勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰） 

＜播磨＞ 
H30 

 
四日市市  2,200 木曽岬町  2,000 
桑 名 市  1,100 菰 野 町   700 
鈴 鹿 市  2,200 朝 日 町  1,000 
亀 山 市 7,400 川 越 町  1,400 
           計  18,000 

18,000  

 
一部給水: 

H13.4.1 
一部給水： 

H21.7.1 
全部給水: 

H23.4.1 

中勢系 
雲出川水系 

雲出川 
(君ヶ野ダム) 
＜高野＞ 

S60 

 
津    市 76,916  
松 阪 市  4,500 
                   計    81,416 

 81,416 

 
創設: 

S46.6.4 
一次拡張: 

S56.4.1 

中勢系 
長良川水系 

長良川 
(長良川河口堰) 

＜大里＞ 
H30 

 
津  市 50,500 
松 阪 市  8,300  
                   計    58,800 

  58,800 

 
全部給水: 

H10.4.1 

南勢志摩水道 
用水供給事業 

櫛田川 
(蓮ダム) 
＜多気＞ 

H32 

 
伊 勢 市 37,300 明 和 町  2,800 
松 阪 市 61,000 大 台 町  1,700 
鳥 羽 市 20,000 玉 城 町    500 
志 摩 市 10,000 度 会 町    500 
多 気 町  6,050 

 計   139,850 

139,850 

 
一部給水: 

S62.5.1 
全部給水: 

H27.4.1 

合   計 18市町 429,366 
 

 ※計画目標年度は、事業認可計画時において施設能力に見合う需要が発生すると見込んだ年度。 

 

  【確保水源】                      （平成２８年２月１日現在） 

水   源 計画給水量(㎥/日) 工    期 事業費 備    考 

長良川 
(長良川河口堰） 151,200 昭和43～ 

平成 6年度 
78.2億円 

水源施設は完了 
（水資源機構管理） 

櫛田川 
(蓮ダム） 

20,850 昭和46～ 
平成 3年度 

36.1億円 
水源施設は完了 

（国土交通省管理） 

 ※事業費は、事業化分を除いた確保水源としての水道負担額。 
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（イ）電気・計装・機械設備等 

電気設備、計装設備、機械設備及び監視制御設備などについて、個々の設備の耐

用年数、劣化状況及び機器の製造中止等を総合的に勘案して更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 第３次中期経営計画における成果指標 

                                      （単位：％） 

指標 
Ｈ２６ 

（実績値） 

Ｈ２７ 

（目標値） 

Ｈ２８ 

（目標値） 

主要施設の耐震化率 １００．０ １００．０ １００．０ 

水管橋の耐震化率  ９８．２  ９８．８  ９８．８ 

管路の耐震化率 － 測量設計着手   ４．４ 

設備の更新率 

 ９３．３ － － 

－  ３３．３ １００．０ 

    ※主要施設の耐震化率 

      企業庁が管理する主要施設（１２９施設）のうち、計画的に耐震化する主要施設の割合。 

    ※水管橋の耐震化率 

      企業庁が管理する水管橋（１７０橋）のうち、計画的に耐震化する水管橋（平成２８年度

までに１６８橋）の割合。 

    ※管路の耐震化率 

      １０年間（平成２７年度～平成３６年度）で耐震化する管路（18.5㎞）のうち、計画的に

耐震化する管路（平成２８年度までに 820m）の割合。 

    ※設備の更新率 

      上段：「第２次中期経営計画」（平成２３年度～平成２６年度）の更新対象設備（９０設備）

のうち、平成２６年度までに更新した設備（８４設備）の割合。（残る６設備は延命

が可能と判断し、８４設備の更新により目標達成とした。） 

      下段：「第２次中期経営計画」（平成２３年度～平成２６年度）の更新対象設備（９０設備）

とは別に、２年間（平成２７年度～平成２８年度）で新たに更新する設備（１５設

備）のうち、計画的に更新する設備の割合。 

高野浄水場中央制御監視盤の状況 
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（２）市町、民間事業者と連携した水質管理強化の推進 

   水道水の安全性や信頼性に対する法的な要求事項は高度化してきているため、市町

等との連携を深めながら、水質管理の強化を図る必要があります。 

 このため、各市町の水質管理上の懸案課題等について定期的な意見交換会の実施や、

事故時の水質管理や水質苦情時の初期対応などについて技術研修を行うとともに、 

緊急時には、「震災時等における水質検査機器の相互利用に関する協定」に基づき、５

市（津市、四日市市、鈴鹿市、名張市、伊賀市）と連携し水質検査機器を相互補完す

るなどの対応を行います。 

 

（３）建設・拡張事業の推進 

   北伊勢工業用水道の取水、導水、浄水及び配水施設の一部を暫定的に使用して給水

を行っている北中勢水道用水供給事業（長良川水系）について、適切な時期までにこ

の暫定措置を解消する必要がありますが、平成２４年度に受水市町から県に対して、

市町水道事業の経営状況の悪化を理由に、取水・導水施設の整備について、整備延伸

の要請があり、協議の結果、平成３７年度まで取水・導水施設の整備を延伸すること

としています。 
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工業用水道事業の実施状況 

 

１ 事業概要 

 【営業関係】 （平成２８年２月１日現在） 

給水能力

(ｍ3/日)

契約給水量

(ｍ3/日)

給水開始
年 月 日

工 期
事 業 費

(千円)

(990,000) 昭和31年 (14,270,826) 
830,000  4月1日 63,147,035  

(10,000) 昭和61年 (10,434,228) 
10,000  4月1日 1,813,600  

雲 出 川 (50,000) 昭和46年 (429,110) 
( 君ヶ野ﾀ ﾞ ﾑ ) 33,000  5月1日 5,200,000  

(38,500) 昭和38年
38,500  10月15日

(1,088,500) (25,134,164) 
911,500  71,068,843  

786,330 

38,500 908,208  

 昭和28年～

 昭和
 59～62年度

 昭和44年～

 昭和
 36～62年度

桑 名 市

四 日 市 市

鈴 鹿 市

津 市

朝 日 町

川 越 町

727,920 

0 

19,910 

事 業 名 給水区域 給水工場数
水 源

＜浄水場＞

三 重 用 水
＜ 多 度 ＞

長 良 川
＜ 沢 地 ＞

員 弁 川
＜ 伊 坂 ＞

木 曽 川 総 合
用 水
( 岩 屋 ﾀ ﾞ ﾑ )
＜ 山 村 ＞

桑 名 市

櫛 田 川

93社106工場

70社81工場

―

16社18工場

 7社 7工場松 阪 市

津 市

合 計

松 阪 工 業 用 水 道 事 業

中伊勢工業用水道事業

多 度 工 業 用 水 道 事 業

北伊勢工業用水道事業

 

※給水能力の（  ）内は全体計画量を、事業費の（  ）内は水源負担額 （外数）を示す。 

※給水区域は現在給水している区域を示す。 

※中伊勢工業用水道事業、松阪工業用水道事業は浄水場なし。 

※給水工場数の合計は各事業別の数を積み上げたものである。 

※多度工業用水道事業は、平成 26年 10月 1日よりユーザー不在。 

 

【確保水源】                      （平成２８年２月１日現在） 

三重用水 4,800

515,000
（仮称）

計 519,800

事 業 名 計画給水区域

長良川河口堰 関連
工 業 用 水 道 事 業

長 良 川
( 長 良 川
河 口 堰 )

工 期 事 業 費

鈴鹿工 業用 水道
事 業

四 日 市 市
鈴 鹿 市

（三重用水）
昭和39年度

～
平成４年度

（三重用水）
約30.1億円

（長良川河口堰）

約266.3億円

水 源
計画給水量

(ｍ3/日)

北 勢 地 域

（長良川河口堰）

昭和43年度
～

平成６年度
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（イ）電気・計装・機械設備等 

    電気設備、計装設備、機械設備及び監視制御設備などについて、個々の設備の耐

用年数、劣化状況等を総合的に判断して更新します。 

 

ウ 配水運用の強化 

漏水事故等の緊急時における給水の安定化を図るため、管路の複線化・ループ化に

よる配水ネットワークの強化を計画的に実施します。 

 

 

 エ 第３次中期経営計画における成果指標 

                                （単位：％） 

指標 
Ｈ２６ 

（実績値） 

Ｈ２７ 

（目標値） 

Ｈ２８ 

（目標値） 

主要施設の耐震化率 ８７.５ ９５．３ ９６．９ 

水管橋の耐震化率 ９０．５ ９４．６ ９４．６ 

制水弁の更新率 －  ５．１ １０．２ 

設備の更新率 

４５．６ ６７．４ ６９．８ 

－ １４．３ １００．０ 

    ※主要施設の耐震化率 

      企業庁が管理する主要施設（６４施設）のうち、計画的に耐震化する主要施設（平成２８

年度までに６２施設）の割合。 

    ※水管橋の耐震化率 

      企業庁が管理する水管橋（７４橋）のうち、計画的に耐震化する水管橋（平成２８年度ま

でに７０橋）の割合。 

    ※制水弁の更新率 

      １０年間（平成２７年度～平成３６年度）で更新する制水弁（５９基）のうち、計画的に

更新する制水弁の割合。 

    ※設備の更新率 

      上段：「第２次中期経営計画」（平成２３年度～平成２６年度）の更新対象設備（４３設備）

について、２年間（平成２７年度～平成２８年度）で引き続き計画的に更新する設

備の割合。 

      下段：「第２次中期経営計画」（平成２３年度～平成２６年度）の更新対象設備（４３設備）

とは別に、２年間（平成２７年度～平成２８年度）で新たに更新する設備（１４設

備）のうち、計画的に更新する設備の割合。 
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（２）技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

   平成２１年度から導入し、平成２４年度に委託範囲を見直した浄水場等への技術管

理業務の包括的な民間委託の運営状況の検証をふまえ、引き続き、導入効果を確認し

ながら包括的な民間委託を継続していきます。 

 包括的な民間委託を進めるなか、将来にわたっても職員の技術力の低下を招くこと

がないよう実践に即したＯＪＴや研修等を行うことにより、職員の技術継承に取り組

むとともに、包括的な民間委託を継続するうえで重要となる委託業務の監督員を養成

していきます。 

 

（３）未利用水等への対応 

   未利用水源である長良川河口堰（５１５，０００㎥／日）については、県勢の振興

を図るうえで非常に重要なインフラであることから、利用促進に向けて県や市町の企

業誘致部局と連携して取り組んでいきます。 

 また、新規企業の誘致や工場増設にあたっては、県及び市町の企業誘致部局と連携

しながら、工業用水の給水の問い合わせなどに対し、迅速かつ的確に対応することで、

工業用水の利用促進を図ります。 
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電気事業の実施状況 
 

１ 事業概要 

  電気事業として運営しているＲＤＦ焼却・発電事業は、これまで焼却処理していた可

燃性のごみを市町の固形燃料化施設で固形燃料化し、県が整備した三重ごみ固形燃料発

電所においてエネルギー化する広域的なモデル事業として開始したものです。 

  三重ごみ固形燃料発電所は、平成１５年８月１９日の貯蔵槽爆発事故発生に伴い運転

を停止しましたが、安全対策等の施設改修及び危機管理マニュアル等を整備し、試運転

を経て、平成１６年９月２１日から運転を再開しました。 

  また、安定的にＲＤＦ（ごみ固形燃料）を処理するため、貯蔵施設を新たに整備し、

平成１８年８月２９日から運用を開始しました。 

  現在、焼却・発電施設及び貯蔵施設の各運転管理業務受託事業者と企業庁が緊密な連

携のもと一体となって発電所の運営にあたっています。 

   （参考１）発電所の概要 

         設置場所：桑名市多度町力尾地内 

         処理方式：外部循環型流動層ボイラ方式 

         処理能力：２４０ｔ/日（１２０ｔ/日×２系列） 

         発電出力：１２，０５０ｋＷ 

（参考２）ＲＤＦ製造市町（５団体１２市町） 

事 業 主 体 構 成 市 町 

桑名広域清掃事業組合 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 

香肌奥伊勢資源化広域連合 大台町、多気町、大紀町 

南牟婁清掃施設組合 熊野市、御浜町、紀宝町 

伊賀市 － 

紀北町（旧海山町、旧紀伊長島町） － 

 

   （参考３）ＲＤＦ焼却・発電事業のフロー図 
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２ 運営状況 

（１）焼却・発電施設の運用 

ボイラの排ガス分析等、周辺地域の環境測定を適宜実施するとともに、ＲＤＦ受入

検査、設備の定期点検（ボイラ年３回）及び定期事業者検査（ボイラ２年に１回、タ

ービン４年に１回）を行うなど、安全確保に取り組んでいます。 

ＲＤＦの焼却により発電した電力は、桑名広域清掃事業組合及び電気事業者（平成

２４年度までは中部電力株式会社、平成２５年度から平成２７年度は丸紅株式会社）

に供給しています。 

平成２６年度の発電電力量は６，３６１万ｋＷｈで、これは一般家庭約１万８千世

帯の１年間の使用電力量に相当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

（２）貯蔵施設の運用 

  ア 平常時の運用 

ボイラの連続運転を確保するため、ＲＤＦ搬入量の少なくなる週末に向けて必要

な量のＲＤＦを貯蔵します。 

 なお、異常を早期に発見し、迅速かつ的確な対応ができるよう、「ＲＤＦ貯蔵施

設管理規程」に基づき、２４時間体制で温度・ガス等の監視を行います。 

 

 イ ボイラ定期点検時等の運用 

 ２基のボイラは１基ごとに点検するため、ボイラ１基の処理能力を超えるＲＤＦ

を貯蔵し、点検等終了後に焼却処理します。なお、４年に１回のタービン法定自主

検査時には、貯蔵能力を超えるＲＤＦを外部処理します。 
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 ウ ＲＤＦの適切な貯蔵 

 異常を早期に発見し、迅速かつ的確な対応ができるよう、「ＲＤＦ貯蔵施設管理

規程」に基づき、２４時間体制で温度・ガス等の監視を行います。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第３次中期経営計画における成果指標 

指標 
Ｈ２６ 

（実績値） 

Ｈ２７ 

（目標値） 

Ｈ２８ 

（目標値） 

ＲＤＦ外部処理委託量 

（ｔ） 
    ０     ０     ０ 

ＲＤＦ１ｔあたりの 

発電量（ｋＷｈ／ｔ） 
１，３４１ １，３１０ １，３１０ 

電気事故件数（件）     ０     ０     ０ 

発電所ボイラーの清掃自

主点検回数（回／年） 
    ６     ６     ６ 

    ※ＲＤＦ外部処理委託量 

      県内で製造されたＲＤＦを発電所で焼却せず、外部処理した量。ただし、タービン定期事

業者検査に起因した外部処理量を除く。 

    ※ＲＤＦ１ｔあたりの発電量 

      ＲＤＦ１ｔ焼却あたりの発電量。（発電電力量／ＲＤＦ処理量） 

      故障停止を少なくするなど、効率的な維持管理、発電運用などを行うことで達成される指

標。 

    ※電気事故件数 

      電気関係報告規則第３条第１項に規定する事故。（死傷事故、火災事故、破損事故など） 

    ※発電所ボイラーの清掃自主点検回数 

      定期事業者検査と別に、安全・安定稼働を行うために、発電所の２缶のボイラーに対して

実施する清掃のための自主点検。 

 

 

 

 

 

 

ＲＤＦ貯蔵施設 
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３ 安全対策等 

（１）安全管理会議 

平成１６年３月に、発電所の安全運転の確保及び環境保全に資するため、学識経験

者、地域住民、市町関係職員、消防職員、県関係職員で構成する「三重ごみ固形燃料

発電所安全管理会議」を、さらに同年５月には、専門的、技術的知見からの検討を行

うため、学識経験者等で構成する「同技術部会」を設置し、運転状況を随時報告する

とともに、発電所の運営等についてご意見をいただき、安全・安定運転に反映してい

ます。 

 

（２）ＲＤＦ品質管理 

 「ごみ固形燃料の品質管理に関する規程」に基づき、ＲＤＦの品質管理を行ってい

ます。主な取組として、ＲＤＦの受入時には必ず受入検査を行い（年間２，６００回程度）、

同規程の基準を満たさないＲＤＦは市町に返却するなど、環境生活部と連携しながら

品質管理を徹底しています。 

 

（３）地域との連携 

地域住民の安全かつ安心な生活環境の保全に向けて地域と企業庁が協働して取り組

むため、地元自治会役員と発電所職員で構成する「地域連絡会議」を設置し、地域と

の調整や情報共有を行っています。 

また、発電所だより（月１回発行）により、定期的に地元住民に発電所の運転状況

等を報告しています。 

今後も地元住民等関係者の理解と協力のもと、発電所の運営を行っていきます。 

 

４ ＲＤＦ貯蔵槽爆発事故等に係る民事訴訟 

三重ごみ固形燃料発電所のＲＤＦ貯蔵槽爆発事故等に係る富士電機株式会社との間

の民事訴訟については、平成２７年３月１９日に津地方裁判所において判決の言渡し

がありました。三重県及び富士電機株式会社ともに控訴しなかったため、第一審判決

が確定し、本件訴訟は終結しました。 

 

  【参考】損害賠償請求の認容額 

三 重 県：19億609万7,903円（及び遅延損害金） 

     （請求額は22億5,653万4,672円） 

富士電機： 7億8,353万8,243円（及び遅延損害金） 

     （請求額は31億4,752万5,943円） 

 



25 

 

平成２６年度「三重県企業庁の経営に関する懇談会」 

でのご意見に対する考え方・取組状況 

 

１ 開催日時 平成２６年１２月１６日（火）１３：３０～１５：４０ 

２ 開催場所 ホテルグリーンパーク津 ６階 木犀の間 

３ 出席者 

（１）懇談会委員（５０音順、敬称略） 

   阿部 淳一 （三菱ガス化学株式会社四日市工場 管理部総務グループ 課長） 

   伊藤 惠子 （伊藤印刷株式会社 専務取締役） 

   坂井 正俊 （パナソニック株式会社エコソリューションズ社津工場 

                 生産技術グループ環境施設チーム チームリーダー） 

   杉浦 礼子 （高田短期大学キャリア育成学科 教授） 

   濱口  卓  （志摩市上下水道部 部長） 

   菱田 幸子 （菱田建材株式会社 取締役） 

（２）企業庁 

   企業庁長、副庁長、次長、電気事業対策総括監、企業総務課長、財務管理課長、 

   水道事業課長、工業用水道事業課長、電気事業課長、危機・事業管理監兼ＲＤＦ発電監 

 

 
主なご意見 企業庁の考え方・取組状況 

１ 

 水道用水供給事業の成果指

標「管路の耐震化」について、

できる限り早い対応をお願い

したい。 

 管路の耐震化については、大規模地震による被害を最小

限に抑えるため、これまで応急復旧に時間を要する大規模

水管橋を計画的かつ重点的に実施してきました。 

 これらの耐震化が概ね完了してきたことから、今後は、

液状化が想定される地域に埋設されている管路や老朽劣

化が著しい管路の耐震化として、平成 27 年度から 10 年

間で約 18.5 ㎞の管路の布設替えを計画的に進めていきま

す。 

 

２ 

 水道用水供給事業の「浄水場

等における主要施設の耐震化」

について、平成 26 年度末（現

状値）で 100％耐震化が完了と

なっている。それ以降も施設の

老朽化が進行してくことを踏

まえ、単に耐震化が終わって終

了ではなく、今後も常に耐震性

のチェックを行って安全な状

態を保っていただきたい。 

 

 

 水道用水供給事業の浄水場の耐震化については、平成７

年の阪神・淡路大震災を受けて耐震簡易診断を実施し、沈

澱池の目地補強により平成 24年度に完了しています。 

 なお、その間に水道施設耐震工法指針の改定、耐震診断

に関する積算基準や標準仕様書の整備、さらに、平成 24

年には新たに南海トラフ地震による想定震度が公表され

たことを受け、平成 27 年度から平成 28 年度にかけて浄

水場５箇所の耐震詳細診断を実施しており、その結果を踏

まえ今後の対策を検討していきます。 
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 主なご意見 企業庁の考え方・取組状況 

３ 

 震災等の被災後、企業が事業

を継続していくためにはイン

フラの復旧が必要である中で、

最も復旧が遅れる公共インフ

ラは工業用水道であると言わ

れており、少しでも早い復旧に

向けた対応をお願いしたい。 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災後の復旧状況をみる

と、工業用水道より水道・電気・ガス等の復旧が優先され

ています。また、三重県の工業用水道事業における施設や

管路の口径等の規模は水道等に比べて大きく、復旧に応分

の時間を要することから、被災後の応急復旧期間の目標を

当面６週間としています。 

 この期間内に応急復旧できるよう、浄水場等の主要施設

や水管橋・管路の耐震化など、震災時の被害を最小限に抑

えるための施設改良を計画的に実施しています。 

 

４ 

 人口減少に伴い、市町の水道

事業の将来経営に強い危機感

を持っており、今後、企業庁が

市町の事業を含めて一元管理

を行うなど経営安定化に向け

た長期的な視点での検討もお

願いしたい。 

 人口減少に伴い、水道事業経営の困難さが増している

中、施設の更新・再構築、職員数の減少等への対応として、

用水供給事業者と受水水道事業者との広域的な連携によ

り効率的、効果的な事業経営が期待されています。 

 一方で、個々の水道事業者ごとに事業環境が異なり、事

業者間の料金格差等の課題もあることから、広域的な連携

については、今後、関係者間での検討が必要と考えていま

す。 

 

５ 

 工業用水道事業における包

括的な民間委託の導入が、あま

りコストダウンにつながらな

いのであれば、安全性の観点か

ら企業庁自らが管理を行うな

どの方向付けをしていただき

たい。 

 工業用水道事業については、平成 21 年度から技術管理

業務の包括的な民間委託を導入し、導入効果を検証したう

えで平成 24 年度からは委託範囲を見直して業務の効率化

につなげています。 

 水道用水供給事業については、工業用水道事業に導入し

た包括的な民間委託の実績を踏まえ、コスト等も含めて総

合的に判断した結果、水道における重い事業者責任を果た

すとともに、緊急時には浄水場での当庁職員による迅速な

判断・対応が求められることから包括的な民間委託は導入

せず、従来どおり浄水場に当庁職員を配置したうえで運転

監視等の業務を個別に民間委託するとの方針を決定し、適

正な事業運営を行っています。 

 

６ 

 電気や水道は生活に欠かせ

ないものであるため、今後も、

公営企業が責任をもって「安

全・安定」供給の経営をお願い

したい。 

 水道事業経営における官民連携の手法としては、個別委

託、包括委託、第三者委託、ＰＦＩ方式、公共施設等運営

権方式があげられます。 

 企業庁では、事業者責任は企業庁が担いつつ、浄水場の

技術管理業務の委託を水道事業では個別委託、工業用水道

事業では包括的な委託により実施しています。 

 今後の事業運営においても基本的には企業庁が事業者

責任を担っていくべきものと考えています。 
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 主なご意見 企業庁の考え方・取組状況 

７ 

 工業用水道事業における契

約水量の見直しについて、どの

ようなことができるのかユー

ザーと企業庁で引き続き検討

をお願いしたい。 

 工業用水道事業では、あらかじめ企業から受水量の申込

みを受け、その申込水量に応じた給水能力を持つ施設を建

設してきました。この施設の建設に要した費用は、申込水

量である契約水量に応じて、料金によりユーザーのみなさ

まにご負担いただいているところです。 

 このことから、個別に契約水量の見直し（減量）を行う

ことは、減量相当分の費用が他のユーザー負担につながる

ため、原則として認めておりません。 

 しかしながら、ユーザーからのご意見も踏まえ、北伊勢

工業用水道事業においては、新たな施設整備を必要としな

い増量契約が行われた場合、翌年度にその増量相当の契約

水量を減量する「ウェイティングリストによる契約水量の

減量方針※」の運用を平成 27年度から開始しています。 

 今後もユーザーのみなさまとの意見交換等により、円滑

な事業運営に努めてまいります。 

 

※「ウェイティングリストによる契約水量の減量方針」 

 新たな施設整備を必要としない増量契約が行われた場

合、翌年度にその増量相当の契約水量を減量することと

し、その減量の方法については、実質水価（料金負担額／

使用水量）の高いユーザー順にウェイティングリストを作

成し、そのリスト順に減量水量を割り当てるもの。 

 

８ 

 製品の品質を左右すること

となる工業用水の品質の安定

化についても、できる範囲で取

り組んで欲しい。 

 工業用水の品質については、全国標準より厳しい水質標

準値を定め、ISO9001 品質マネジメントシステムを活用

し、品質管理の徹底や顧客満足度の向上に取り組んでいま

す。 

 濁度を例に取りますと、水質標準値を「10 度以下」（全

国標準値「20 度以下」）とし、平成 26 年度の配水濁度の

平均は「２度以下」で供給しています。 

 品質の安定化についても、水源運用の切替時等において

は急激な濁度上昇を招かないよう時間をかけて操作する

など努めています。 

 なお、運用切替時、台風時等において若干濁度が上昇す

る可能性がある場合には事前にユーザーの皆様にＦＡＸ

等でお知らせする情報提供にも努めています。 

 

   

 


